
栗
林
忠
男
教
授
略
歴

栗林忠男教授略歴・主要著作一覧

一
九
三
七
年

一
九
五
九
年

一
九
六
一
年

一
九
六
六
年

一
九
六
八
年

一
九
七
〇
年

一
九
七
二
年

一
九
七
七
年

一
九
八
O
年

一
九
九
三
年

一
九
九
九
年

二
〇
〇
〇
年

東
京
に
生
ま
れ
る

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師
（
～
一
九
七
二
年
）

カ
ナ
ダ
・
マ
ク
ギ
ル
大
学
上
級
訪
問
研
究
員
（
～
一
九
七
一
年
）

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授
（
～
一
九
七
七
年
）

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
～
現
在
に
至
る
）

慶
鷹
義
塾
大
学
学
生
部
長
（
～
一
九
九
三
年
）

慶
鷹
義
塾
大
学
常
任
理
事
（
～
一
九
九
七
年
）

世
界
法
学
会
理
事
長
（
～
現
在
に
至
る
）

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
長
・
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
長
（
～
二
〇
〇
一
年
九
月
）

日
本
学
術
会
議
会
員
（
一
八
期
）
（
～
現
在
に
至
る
）

総
理
府
宇
宙
開
発
委
員
会
計
画
調
整
部
会
、
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
部
会
、
安
全
評
価
部
会
の
専
門
委
員
、

律
諮
問
委
員
会
日
本
代
表
顧
問
、
国
連
宇
宙
空
問
平
和
利
用
委
員
会
日
本
代
表
顧
問

外
務
省
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
法
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栗
林
忠
男
教
授
主
要
著
作
一
覧

　
単
行
本

日
幕
一
算
0
3
鋤
二
〇
口
巴
一
蝉
≦
o
噛
9
Φ
0
8
㊤
口
U
①
＜
①
一
〇
℃
B
o
具
1
ω
霧
一
〇
〇
〇
2
日
①
筥
ω

↓
げ
①
ω
四
ω
一
〇
ω
＃
仁
o
ε
お
9
＞
⊆
ω
q
巴
一
四
5
＞
罵
び
薗
ミ

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
五
）
　
条
約
法
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
共
著
、

『
現
代
国
際
法
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、

『
新
し
い
海
洋
法
－
船
舶
通
航
制
度
の
解
説
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
山
堂
、
共
著
、
改
訂
増
補
版
、

『
国
際
法
1
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
四
）
　
外
交
・
領
事
関
係
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
共
著
、

『
解
説
宇
宙
法
資
料
集
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
栗
林
忠
男
・
編
集
代
表
、

『
国
際
関
係
法
辞
典
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
省
堂
、
共
著
、

『
注
解
国
連
海
洋
条
約
（
下
）
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
斐
閣
、

『
新
し
い
海
洋
法
－
船
舶
通
航
制
度
の
解
説
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
山
堂
、
共
著
、

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
三
）
　
領
土
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
共
著
、

『
国
際
法
ー
現
代
国
際
法
を
理
解
す
る
た
め
に
ー
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
二
）
　
国
交
再
開
・
政
府
承
認
』
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
共
著
、

『
国
家
V
A
N
ー
現
状
と
展
望
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
刊
工
業
新
聞
社
、
共
著
、

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
一
）
　
国
家
承
認
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
共
著
、

（
ω
二
3
0
ヌ
8
＝
ぎ
o
声
8
噌
）
一
〇
お
）

（
内
①
一
〇
C
三
＜
①
邑
身
零
①
ω
ω
」
O
誤
）

二
〇
〇
一
年
）

一
九
九
九
年
）

一
九
九
八
年
）

一
九
九
六
年
）

一
九
九
六
年
）

一
九
九
五
年
）

一
九
九
五
年
）

一
九
九
四
年
）

一
九
九
四
年
）

一
九
九
〇
年
）

一
九
九
〇
年
）

一
九
八
八
年
）

一
九
八
七
年
）

一
九
八
三
年
）
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『
講
義
国
際
法
』

『
放
送
衛
星
』

『
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
国
際
法
』

『
航
空
犯
罪
と
国
際
法
』

『
演
習
国
際
法
』

『
国
際
法
を
学
ぶ
』

『
国
際
法
辞
典
』

　
（
青
林
書
院
新
社
、
共
著
、

（
日
本
放
送
出
版
会
、
共
著
、

　
　
　
（
有
斐
閣
、
共
著
、

　
　
　
　
　
（
ゴ
ニ
書
房
、

　
（
青
林
書
院
新
社
、
共
著
、

　
　
　
（
有
斐
閣
、
共
著
、

　
　
（
鹿
島
出
版
会
、
共
著
、

一
九
八
二
年
）

一
九
八
一
年
）

一
九
八
O
年
）

一
九
七
八
年
）

一
九
七
七
年
）

一
九
七
七
年
）

一
九
七
五
年
）

栗林忠男教授略歴・主要著作一覧

　
論
文

S》

亀
卜
亀
ミ
ミ
、
、
ミ
o
リ
ミ
貸
§
織
ミ
匙
ミ
ミ
ミ
繕
、
霧
、
ゆ
℃
ミ
。
う
瓜
ミ
ミ
ミ
肉
ミ
ミ
ミ
9
囚
屠
〇
一
＞
≦
勾
望
舅
ゴ
Z
o
．
O
（
N
O
O
O
）

曳
貸
霜
ミ
織
、
、
ミ
的
騨
ミ
恥
気
さ
ミ
象
鼻
国
匹
○
い
＞
判
菊
零
舅
ゴ
2
9
Go
（
這
o
o
しo
）

轟
ミ
魅
§
織
ぎ
ミ
ド
O
畠
＞
z
O
巽
露
○
≡
男
↓
＞
召
【
ζ
国
窪
≧
＝
o
z
＞
ぴ
ワ
！
－
¢
く
o
一
」
一
曽
Z
o
」
＼
N
（
一
〇
〇〇
N
）

『
ミ
≧
鳴
ミ
肉
鑓
賊
ミ
～
o
、
㌔
塁
。
。
亀
晦
鴨
ミ
こ
ミ
覧
N
』
ミ
ミ
ミ
ミ
㌧
ミ
』
ミ
q
o
、
ミ
、
、
鉾
シ
穽
岳
鴇
＞
z
z
軍
［
○
閃
一
召
男
z
ζ
δ
多
r
［
＞
1
ゴ
く
〇
一
●
N
一

　
（
一
〇
ミ
）

↓
、
ミ
S
ミ
、
駄
q
園
＜
O
o
ミ
や
ミ
ミ
R
o
ミ
、
誉
鳴
卜
霞
ミ
o
、
ミ
魅
G
り
鳴
亀
匙
ミ
織
蔑
ミ
、
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
魅
O
＼
駄
亀
、
気
、
、
ミ
G
り
鴨
3
囚
田
〇
一
＞
≦
勾
国
イ
田
≦
）

　
Z
o
」
（
一
〇
誤
）

肉
凝
ミ
。
り
黛
』
～
§
ミ
導
』
ミ
飛
ミ
ミ
賊
§
ミ
§
織
患
嵩
壁
ミ
凡
§
卜
恥
賢
。
。
N
ミ
軌
§
萄
ミ
、
』
飾
～
皇
＞
毎
舅
＞
ロ
髪
一
＞
～
～
、
』
○
舅
z
ン
『
く
o
一
‘
ω
P

　
2
0
ω
」
一
帥
旨
（
一
8
㎝
）

「
海
洋
法
の
発
展
と
日
本
」
　
　
　
　
　
　
国
際
法
学
会
編
『
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年
　
第
三
巻
　
海
』
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）

「
み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
仲
裁
裁
判
判
決
の
評
価
1
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
多
様
化
の
中
で
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
一
〇
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
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「
水
中
文
化
遺
産
の
保
護
ー
管
轄
権
問
題
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
洋
法
制
研
究
会
『
E
E
Z
内
に
お
け
る
沿
岸
国
管
轄
権
を
め
ぐ
る
国
際
法
及
び
国
内
法
上
の
諸
問
題
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）

「
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
境
界
が
一
致
し
な
い
事
例
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
境
界
画
定
に
関
す
る
二
国
間
協
定
に
関
す
る
調
査
』
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）

「
紛
争
と
法
〈
討
論
〉
」
（
栗
林
忠
男
・
中
村
洗
・
宮
澤
浩
一
・
山
本
草
二
・
菊
①
ω
ω
）
0
8
磧
・
石
川
明
）

　
　
　
『
二
一
世
紀
に
お
け
る
法
の
課
題
と
法
学
の
使
命
－
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
一
〇
〇
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
磨
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
五
六
）
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）

「
総
括
と
展
望
・
閉
会
の
辞
」
（
栗
林
忠
男
・
宮
澤
浩
一
）

　
　
　
『
二
一
世
紀
に
お
け
る
法
の
課
題
と
法
学
の
使
命
ー
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
一
〇
〇
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
五
六
）
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）

「
国
際
法
に
お
け
る
『
境
界
』
の
空
間
的
構
造
」
　
　
『
国
際
法
と
国
内
法
　
山
本
草
二
先
生
還
暦
記
念
』
（
勤
草
書
房
、
一
九
九
一
年
）

「
国
家
承
認
　
　
（
K
E
Y
　
W
O
R
D
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
月
刊
法
学
教
室
』
コ
ニ
五
号
（
一
九
九
一
年
）

「
宇
宙
基
地
の
法
構
造
1
ー
登
録
と
管
理
・
管
轄
権
の
側
面
」

　
　
　
　
『
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
一
〇
〇
年
記
念
論
文
集
　
法
律
学
科
篇
』
（
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）

「
海
洋
法
学
会
（
」
S
I
）
第
二
四
回
大
会
の
日
本
開
催
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
海
洋
時
報
』
五
六
号
（
一
九
九
〇
年
）

「
外
国
船
舶
に
対
す
る
船
員
関
係
法
令
の
適
用
ー
S
T
C
W
条
約
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
』
四
号
（
一
九
八
九
年
）

「
ド
ミ
ニ
オ
ン
と
日
本
の
国
交
関
係
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
二
）
1
国
交
再
開
・
政
府
承
認
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）

「
海
上
航
行
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
約
案
に
つ
い
て
」
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『
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
』
三
号

「
大
陸
棚
開
発
に
お
け
る
外
国
人
の
参
入
条
件
1
わ
が
国
法
制
と
の
関
連
に
お
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
』
二
号

「
放
射
性
廃
棄
物
の
海
洋
処
分
i
海
洋
環
境
保
全
義
務
の
一
断
面
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
法
の
歴
史
と
展
望
－
小
田
滋
先
生
還
暦
記
念
』
（
有
斐
閣
、

「
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
続
の
『
制
限
』
と
『
選
択
的
除
外
』
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
法
と
海
洋
政
策
』
九
号

「
海
難
救
助
の
義
務
－
国
際
条
約
の
規
制
構
造
と
国
内
法
制
の
対
応
」
　
　
　
『
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
』
一
号

「
新
海
洋
法
秩
序
に
お
け
る
技
術
移
転
」
　
　
　
　
　
『
発
展
途
上
国
と
国
際
法
制
度
の
変
革
』
（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

「
新
海
洋
法
条
約
の
検
討
－
第
一
三
部
　
科
学
調
査
　
第
二
三
八
条
－
第
二
六
五
条
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
海
洋
法
条
約
の
締
結
に
伴
う
国
内
法
制
の
研
究
』
四
号

「
島
の
制
度
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
海
洋
法
条
約
の
締
結
に
伴
う
国
内
法
制
の
研
究
』
三
号

「
英
連
邦
に
お
け
る
独
立
方
式
」
　
　
　
『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
］
）
1
国
家
承
認
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、

「
国
際
航
空
運
送
事
業
に
お
け
る
国
際
組
織
化
要
因
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
八
一
巻
六
号

「
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
－
領
空
侵
犯
を
中
心
と
し
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
教
室
』
三
九
号

「
月
協
定
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
　
　
　
　
　
　
　
『
慶
鷹
義
塾
創
立
二
一
五
年
記
念
論
文
集
－
法
学
部
法
律
学
関
係
』

「
宇
宙
空
間
と
国
際
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
国
際
問
題
』
二
七
九
号

「
国
連
第
三
次
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
の
意
義
」
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
六
巻
三
号

「
群
島
国
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
海
洋
法
条
約
の
締
結
に
伴
う
国
内
法
制
の
研
究
』
二
号

「
新
海
洋
法
条
約
の
周
辺
に
あ
る
も
の
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
と
政
策
』
二
〇
号

「
船
舶
の
国
籍
付
与
と
そ
の
法
的
効
果
」
　
　
　
　
　
『
船
舶
の
通
航
権
を
め
ぐ
る
海
事
紛
争
と
新
海
洋
法
秩
序
』
二
号

（
一
九
八
八
年
）

（
一
九
八
七
年
）

一
九
八
六
年
）

（
一
九
八
六
年
）

（
一
九
八
六
年
）

一
九
八
六
年
）

（
一
九
八
五
年
）

（
一
九
八
四
年
）

一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
三
年
）

（
一
九
八
二
年
）
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「
思
い
出
の
豪
州
航
路
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
船
協
月
報
』
（
平
成
四
年
八
月
号
）
（
一
九
八
二
年
）

「
海
洋
秩
序
の
変
動
と
日
本
の
対
応
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
外
事
情
』
三
〇
巻
七
号
（
一
九
八
二
年
）

「
静
止
衛
星
軌
道
の
法
的
地
位
と
周
波
数
帯
の
分
配
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
放
送
衛
星
』
（
日
本
放
送
協
会
、
一
九
八
一
年
）

「
新
海
洋
法
条
約
案
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
続
と
船
舶
起
因
汚
染
」
　
　
　
『
海
洋
汚
染
防
止
法
制
の
比
較
研
究
』
三
号
（
一
九
八
一
年
）

「
船
舶
の
通
航
権
と
新
海
洋
法
条
約
（
案
）
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
続
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
船
舶
の
通
航
権
を
め
ぐ
る
海
事
紛
争
と
新
海
洋
法
秩
序
』
一
号
（
一
九
八
一
年
）

「
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
と
船
舶
起
因
汚
染
（
一
）
（
二
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
汚
染
防
止
法
制
の
比
較
研
究
』
一
号
（
一
九
七
九
年
）
、
二
号
（
一
九
八
O
年
）

「
静
止
衛
星
軌
道
の
法
的
地
位
－
赤
道
国
家
の
主
張
を
め
ぐ
っ
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
二
巻
八
号
（
一
九
七
九
年
）

「
新
国
際
経
済
秩
序
の
主
張
と
新
海
洋
法
の
動
向
」
　
　
　
　
『
新
国
際
経
済
秩
序
と
恒
久
主
権
』
（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）

「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
一
九
七
七
年
領
海
法
及
び
排
他
的
経
済
水
域
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
外
国
海
洋
法
制
の
研
究
』
二
号

「
国
際
海
峡
に
お
け
る
通
航
制
度
の
新
局
面
ー
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
趨
勢
と
日
本
の
立
場
1
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
一
巻
六
号
（
一
九
七
八
年
）

「
航
空
犯
罪
の
抑
制
の
た
め
の
新
し
い
国
際
立
法
化
の
試
み
ー
い
わ
ゆ
る
『
制
裁
問
題
』
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
〇
巻
一
号
（
一
九
七
七
年
）

「
新
海
洋
法
秩
序
と
海
洋
汚
染
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
国
際
問
題
』
二
〇
四
号
（
一
九
七
七
年
）

「
第
三
次
海
洋
法
会
議
・
第
五
会
期
に
お
け
る
国
家
グ
ル
ー
プ
の
動
向
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
時
報
』
二
号
（
一
九
七
六
年
）

「
第
三
次
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
『
交
渉
』
過
程
－
第
五
会
期
ま
で
の
立
法
手
続
上
の
諸
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
外
事
情
』
二
四
巻
一
〇
号
（
一
九
七
六
年
）

「
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
国
際
海
峡
の
上
空
飛
行
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
『
空
法
』
一
八
・
一
九
合
併
号
（
一
九
七
六
年
）

「
国
際
海
峡
の
通
航
制
度
－
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
第
二
会
期
（
カ
ラ
カ
ス
）
に
お
け
る
諸
提
案
と
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問
題
点
を
め
ぐ
っ
て
ー
（
一
）
（
二
）
」
『
法
学
研
究
』

「
最
近
に
お
け
る
航
空
犯
罪
を
め
ぐ
る
国
際
法
の
発
達
と
問
題
点
（
一
）
（
二
）
（
三
・
完
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
四
巻
一
二
号
（
一
九
七
一
年
）
、

「
領
空
の
上
限
1
そ
の
画
定
の
意
義
と
必
要
性
を
め
ぐ
っ
て
」

「
連
邦
制
度
に
お
け
る
飛
行
の
自
由
」

「
接
続
空
域
の
法
的
地
位
1
『
防
空
確
認
区
域
』
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
」

「
オ
；
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
憲
法
と
航
空
法
」

「
航
空
機
に
お
け
る
権
利
－
国
際
立
法
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
内
法
」

四
八
巻
四
号
、
五
号
（
一
九
七
五
年
）

　
　
　
　
　
四
五
巻
一
号
、
四
号

　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
三
巻
三
号

　
　
『
法
学
研
究
』
四
二
巻
一
一
号

『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
六
七
巻
六
号

　
　
『
法
学
研
究
』
四
〇
巻
一
〇
号

　
　
　
　
　
　
　
『
空
法
』
一
一
号

（
一
九
七
二
年
）

（
一
九
七
〇
年
）

（
一
九
六
九
年
）

（
一
九
六
九
年
）

（
］
九
六
七
年
）

（
一
九
六
七
年
）

　
翻
訳

ボ
ガ
ー
ト
『
国
際
宇
宙
法
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
山
社
、
共
訳
、
一
九
九
三
年
）

ル
シ
ア
ス
・
カ
フ
リ
ッ
シ
ュ
「
二
一
世
紀
に
お
け
る
法
と
法
学
の
役
割
く
基
調
報
告
V
」

　
　
　
『
二
一
世
紀
に
お
け
る
法
の
課
題
と
法
学
の
使
命
1
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
一
〇
〇
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
五
六
）
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）

ゲ
オ
ル
グ
・
レ
ス
「
紛
争
と
法
〈
報
告
〉
」

　
　
　
『
一
二
世
紀
に
お
け
る
法
の
課
題
と
法
学
の
使
命
－
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
一
〇
〇
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
五
六
）
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）

ル
イ
ス
・
B
・
ソ
ー
ン
「
国
際
連
合
ー
現
在
と
未
来
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
三
巻
一
号
（
】
九
八
○
年
）

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
カ
ー
ル
・
ゲ
ッ
ク
「
国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
法
の
法
典
化
」
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
〇
巻
二
号
（
一
九
七
七
年
）
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書
評

牢
r
零
凶
巴
箒
凶
ヨ
し
碧
窪
餌
p
α
9
の
Z
o
ゑ
0
8
碧
肉
o
巴
ヨ
ρ
臼
o
舅
畢
一
〇
頃
ζ
劣
ヨ
畜
［
＞
≦
＞
召
0
9
ヨ
男
。
“
＜
〇
一
9
一
〇。
（
一
〇
〇。
刈
）

村
瀬
信
也
・
奥
脇
直
也
編
『
山
本
草
二
先
生
古
稀
記
念
　
国
家
管
轄
権
－
国
際
法
と
国
内
法
1
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
九
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

水
上
千
之
『
日
本
と
海
洋
法
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
国
際
問
題
』
四
三
二
号
（
一
九
九
六
年
）

小
田
滋
『
海
洋
法
　
上
巻
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
八
O
巻
四
号
（
一
九
八
一
年
）

ダ
マ
ト
著
『
国
際
法
に
お
け
る
慣
習
の
概
念
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
六
巻
二
号
（
一
九
七
三
年
）
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